
足利市ものづくり人材育成支援事業補助金交付要綱 

 

（目的および趣旨） 

第１条 この補助金は、市内のものづくり産業の製造事業者等が従業員等の職

業能力の向上を図る目的で取り組む技術や技能の習得、導入設備に関する専門

研修などの人材育成を支援し、製造事業者等の持続的な成長発展に寄与するこ

とを目的とする。 

２ 市内ものづくり産業の製造事業者等が従業員等に対して実施する人材育成

に要する経費の一部に対し、足利市ものづくり人材育成支援事業補助金（以下

「補助金」という。）を交付するものとする。補助金の交付等は、足利市補助金

等交付規則（平成１９年足利市規則第６０号。以下「規則」という。）に規定す

るもののほか、この要綱に定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 製造事業者等 次のすべての要件を満たす者 

ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項第１号に規

定する中小企業者 

イ 統計法（平成１９年法律第５３号）第２８条第１項の規定に基づき、同

法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する製

造業を主たる事業として営む者 

ウ 市内に主たる事務所又は事業所を有する者 

(2) 従業員等 次のすべての要件を満たす者 

ア 補助金の申請時点において、現に製造事業者等を構成する者 

イ 現に市内の主たる事務所又は事業所に設置する生産設備や機器等を使用

し、製造・開発等のものづくりに従事する者及びその可能性を有す者、ま

たは生産工程上必要な管理に従事する者及びその可能性を有す者 

 (3) みなし大企業 次のいずれかに該当する中小企業者 

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が

所有している。 

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を複数の大企業が

所有している。 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占

める。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当しない製造事業者等とする。 

(1) 足利市暴力団排除条例（平成２４年条例第２２号）第２条第１号に規定す

る暴力団又は役員等（法人である場合は理事、取締役、執行役、監事、監査役

その他経営に実質的に関与している者、団体である場合は代表者その他経営



に実質的に関与している者をいう。）が同条第３号に規定する暴力団員等若し

くは同条例第６条に規定する密接関係者である者 

(2) 市税に滞納がある者 

(3) みなし大企業に該当する者 

(4) 補助申請内容について、この要綱に規定する補助金と同種の補助を受けて

いる若しくは、受ける予定の者 

(5) 前４号に掲げる者のほか、第１条の目的に照らし補助金の交付が適当でな

いと市長が認める者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

次の各号のいずれかに該当するものづくりに係る技能の向上等を目的とした事

業のうち、従業員等が従事する業務や製造工程上の関連性を有す事業とする。 

(1) 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第４４条に規定する技能

検定を従業員等に受験させる事業 

(2) 従業員等に法令に基づく免許や資格の取得、講習等の受講をさせる事業 

(3) 生産現場で使用する生産設備や装置、機器等を使用するために専門研修等

を従業員等に受けさせる事業や特定の工程を担うための専門的な資格を従

業員等に取得させる事業 

(4) その他、ものづくり技能の向上を目的に従業員等に実施する人材育成事業 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、技能検定合格者、講習修了者、資格

取得者の受験料や受講料、登録料のほか、講師を招聘した研修会等の開催経費

（講師の交通・宿泊費、会場費、飲食代等の付帯経費を除く)とし、補助率は、

１００分の３０とする。 

２ 前項の規定による補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

（補助上限額） 

第６条 補助金の額は、同一年度において、一の補助対象者につき２０万円を限

度とする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、足利市ものづくり人材育成支援補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に

掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 補助対象事業となる検定や講習、研修案内及び申込申請書の写し 

(2) 合格証書、免許証または技能講習修了証のほか補助対象事業の合格、修了等

を証する書類の写し 

(3) 補助対象経費の支払いを確認できる書類の写し 

(4) 申請者名義の通帳の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、対象事業の終了した日が属する年度内に申請し



なければならない。ただし、申請者の責めに帰することができない事由により同

年度に申請できないと認めるときはその限りでない。 

（申請の制限） 

第８条 次の各号いずれかに該当するときには、交付申請することができない。 

(1) 資格等の維持・更新のために実施する再講習等の人材育成事業 

(2) その他市長が不適当と認める人材育成事業 

（交付決定等） 

第９条 市長は、第７条第１項の規定による申請書を受理したときは、その内容

を審査し、補助金の交付の可否及び交付額を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の可否及び交付額を決定したとき

は、足利市ものづくり人材育成支援事業補助金交付決定通知書（別記様式第２号）

又は足利市ものづくり人材育成支援事業補助金不交付決定通知書（別記様式第

３号）により申請者に通知の上、補助金の交付を可と決定した申請者（以下「交

付決定者」という。）に対し、速やかに補助金を交付するものとする。 

３ 交付決定者は、足利市ものづくり人材育成支援事業補助金交付請求書（別記

様式第４号）により補助金を請求するものとする。 

（交付決定の取り消し） 

第１０条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき 

(2) その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこの

要綱に違反したとき 

（補助金の返還） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、そ

の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

（細則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行し、同日以後に足利市ものづくり人材

育成支援補助金の交付の対象となる技能検定の合格、講習等の修了から適用す

ることする。 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  



別記様式第１号（第７条関係） 

年  月  日 

足利市長 宛て 

       所在地 

    （申請者） 名称 

      代表者職・氏名 

 

足利市ものづくり人材育成支援事業補助金交付申請書 

 

 足利市ものづくり人材育成支援事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、下記のとおり

補助金を交付申請します。 

記 

１ 補助対象経費 （内訳は、別記様式第１号別紙のとおり） 

補助対象経費 円 

 

２ 補助申請金額 

補助申請金額 円 

※補助対象経費の合計額に補助率１００分の３０を乗じ、年度あたり２０万円を限度とします。 

 

３ 申請者の概要 

足利市内 
事業所名  

事業所所在  

資本金 千円 従業員数 人 

資本関係※  

業種  

業務内容または

製造品 

 

※ 株式資本関係等を有す関連企業がございましたら企業名を記入ください。 

 

４ 同意または誓約事項（同意または誓約される事項の確認欄に✔） 

No 同意また誓約事項 
確認欄 

（✔） 

1 
当該補助金の要件審査のため、市税の滞納状況について調査することに

同意します。 
 

２ 
申請対象となる人材育成を受けた従業員が現に市内事業所に務めてお

り、人材育成に要した経費を申請者が負担しました。 
 

３ 申請内容に虚偽があった場合は、当該支援金を直ちに返還します。  

４ 交付決定後においても、指定された書類等の提出の求めに応じます。  



５ 

本補助金申請時において、破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は

第１９条に基づく破産手続開始の申立てをしておらず、交付決定後も事業

を継続します。 

 

６ 
代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、足利市暴

力団排除条例第２条第３号又は第６号に規定する者に該当しません。 
 

 

５ 添付書類（添付した書類に✔、その他資料は括弧内に詳しく記入） 

No 添付書類 備考 
確認欄 

（✔） 

１ 
検定、講習、研修等の概要が分かる資

料 
受講案内、パンフレット等 

 

２ 合格、修了等を証する資料 合格証、免許証等の写し  

３ 
補助対象経費の支払いを確認できる書

類の写し 
領収書等の写し 

 

４ 申請者名義の通帳の写し または、「債権者登録申出書」  

５ その他（               ）   

 

６ 担当者連絡先 

所属部署・役職・氏名 ： 

電話番号       ： 

メールアドレス    ： 

 

  



別記様式第１号別紙（第７条関係） 

 

補助対象経費に関する別紙 

No 検定合格者、 

講習修了者等の氏名 
検定、講習等の名称 補助対象経費* 補助対象事業** 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

  合   計   

*  補助対象経費は消費税相当額を除いた金額を計上してください。 
** 補助対象事業は要綱第４条に規定する事業区分の号数を記入ください。(4)については、事

前にご相談ください。 

(1) 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第４４条に規定する技能検定を従業員等

に受験させる事業 

(2) 従業員等に法令に基づく免許や資格の取得、講習等の受講をさせる事業 

(3) 生産現場で使用する生産設備や装置、機器等を使用するために専門研修等を従業員

等に受けさせる事業や特定の工程を担うための専門的な資格を従業員等に取得させる事

業 

  



 

別記様式第２号（第９条関係） 

足利市指令   第  号 

年  月  日 

 

          様 

 

足利市長          印 

 

 

足利市ものづくり人材育成支援事業補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった足利市ものづくり人材育成支援事業補助金

について、下記のとおり交付決定したので、足利市ものづくり人材育成支援事業補助金

交付要綱第９条第２項の規定に基づき、通知します。 

記 

交付決定額              円 

算定根拠  

交付条件 

１ 足利市ものづくり人材育成支援事業補助金交付要綱の規

定を遵守すること。 

２ その他、市長の指示に従うこと。 

 

  



別記様式第３号（第９条関係） 

足利市指令   第  号 

年  月  日 

 

          様 

 

足利市長          印 

 

 

足利市ものづくり人材育成支援事業補助金不交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった足利市ものづくり人材育成支援事業補助金

について、下記のとおり交付しないことと決定したので、足利市ものづくり人材育成支

援事業補助金交付要綱第９条第２項の規定に基づき、通知します。 

記 

不交付の理由  

 

  



別記様式第４号（第９条関係） 

 

 

足利市ものづくり人材育成支援事業補助金交付請求書 

 

 

足 利 市 長  宛て 

 

 足利市ものづくり人材育成事業補助金交付要綱第 9 条第 3 項の規定に基づき、

下記のとおり、補助金の交付を請求します。 

 

記 

 

金 額 
 

         

 

 足利市ものづくり人材育成支援事業補助金として             

                                    

                                    

 

 

 

       年  月  日 

 

     所在地 

  （交付決定者） 名 称 

     代表者職・氏名 

 

 

 


